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1.筑後市の概要

人口

４８，８６２人

世帯数世帯数

１７，４１２世
帯帯

面積

41.85ｋ㎡

位置 耕地 20.60km2、49.2%（17.5％）位置

2
※人口・世帯数は2011年12月末現在

宅地 9.60km2、22.9％（13.8％）
森林 0.07km2、0.2％（44.5％）
就業者人口比 一次 8.5％ （3.5%）

二次 27.9％（21.6%）
三次 62.7％（73.0%）2



人口・世帯数の推移
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２．ごみ処理の２．ごみ処理の概要概要

筑後市 八女市 大川市 広川町 大木町 久留米市

＜構成市町＞

クリーンセンター

筑後市 市
（旧八女市、旧立花町）

大川市 広川町 大木町 久留米市
（旧三潴町、城島町）

全国初のシステム筑後市大字前津2088番地

可燃ごみ搬入市町 筑後市・八女市（旧八女市・旧立花町）可燃ごみ搬入市町 筑後市 八女市（旧八女市 旧立花町）
広川町・久留米市（旧三潴町、城島町）

不燃ごみ搬入市町 筑後市・八女市（旧八女市・旧立花町）
大川市 大木町 広川町 久留米市（旧三潴町 城島町）大川市・大木町・広川町・久留米市（旧三潴町、城島町）

本 稼 動 平成12年4月1日

処理方式 熱分解・燃焼溶融方式

処理能力 一般ごみ 110ｔ／日×2     全連続炉
粗大 不燃ごみ処理 50 ／5時間粗大・不燃ごみ処理 50ｔ／5時間

発電出力 1,950ＫＷ
12
4



一般家庭のごみの分別状況（平成23年度現在）

全18分別

燃やすごみ

燃えないごみ
①缶

②びん

⑧その他紙類

⑨古布燃えないごみ

粗大ごみ

②びん

③ペットボトル

④白色トレイ

⑨古布

⑩乾電池

⑪蛍光管
建設系廃材ごみ

資源ごみ

④白色トレイ

⑤紙パック

⑥新聞紙

⑪蛍光管

⑫廃食用油

⑬剪定枝資源ごみ ⑥新聞紙

⑦ダンボール

⑬剪定枝

⑭使用済小型家電

4

平成24年4月より、⑮廃プラスチック分別収集開始

5



燃やすごみの推移

ごみ処理手数料
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1人1日当たりの排出量

1,029ｇ
923ｇ

燃やすごみの推移

923ｇ

710ｇ

10 3％減量

事業系

20％減量

10.3％減量

３０％減量

家庭系
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一般住宅系のごみ調査 結果般住宅系のごみ調査 結果
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アパート・マンション系のごみ調査 結果ア ト ンシ ン系の み調査 結果
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 【生活系】 【事業系】 

可燃ごみ 可燃ごみ 

収集（許可業者）収集（委託業者） 収集（許可業者）
又は直接搬入 

八女西部広域事務組合 八女クリーンセンターで溶融処理 

溶融スラグ 溶融飛灰 一部焼却残渣排ガス処理(脱塩)残渣

土木資材等に利用 セメント原料に利用 最終処分

アスファルト細骨材利用 山元還元(金属回収)
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【筑後市における可燃ごみの組成】

不燃物類 その他
0% 7%

紙・布類
40%40%

厨芥類
33%

合成樹合成樹

脂類
15%

木・竹類

可燃ごみ中の組成
湿重量％（推計値）
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木・竹類
5%

湿重量％（推計値）



３ モデル事業 の応募の動機３ モデル事業 の応募の動機３．モデル事業への応募の動機３．モデル事業への応募の動機

１．生ごみ資源化に取り組むきっかけ
筑後市一般廃棄物処理基本計画において、ごみ量を平成30年度の目

標として平成19年度比30%削減としており 平成21年度末時点で標として平成19年度比30%削減としており、平成21年度末時点で
10.3%減となった。目標達成の前倒しが求められている。

２．現在の生ごみに対する取り組み
平成20年度より、生ごみ処理容器の購入助成拡充により、生ごみの

自家処理を推奨している。取り組まれる市民が増えてきたが、全市的な
取組みにまでは広がっていない。

３．モデル事業応募の目的
昨年までの事業を踏まえ、生ごみ資源化の具体的かつ効果的な推進を昨年までの事業を踏まえ、生ごみ資源化の具体的かつ効果的な推進を

期待したい。 13



４ 生ごみの回収可能量４ 生ごみの回収可能量
◆ 生活系生ごみ回収可能量

４．生ごみの回収可能量４．生ごみの回収可能量

人口
（人）

発生量
（t/年）

異物率
③

回収可能量
（t/年）

１人１日当た
り回収量(g/
人・日)（人）

①
（t/年）
②

③ ④＝②
×0.85

人 日)
⑤＝④÷①
÷365×106

生活系生ごみ量 48,830 3,281 15% 2,789 156

◆ 事業系生ごみ回収可能量

生活系生ごみ量 48,830 3,281 15% 2,789 156

店舗・飲食
店排出合計
①（t/年）

異物率
②

回収可能量
（t/年）
③=①

年平均回収量
（t/日）
④ ③÷365①（t/年）

② ③ ①
×0.85 ④＝③÷365

事業系生ごみ量 948 15% 806 2.2
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５ 経済性 環境負荷試算結果５ 経済性 環境負荷試算結果５．経済性・環境負荷試算結果５．経済性・環境負荷試算結果

１） 試算を行ったシステム

システム１：従来どおり（生ごみ資源化無し）

システム２：市が堆肥化施設を建設

システム３：民間再生利用事業者に生ごみ資源化を委託

システム４ 小型堆肥化装置で対応システム４：小型堆肥化装置で対応
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１）生活系１）生活系

市内全域を対象に堆肥化を実施すると、現在より経費が増加する予測結果
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２）事業系
 

40

(億円/20年)
事業系生ごみ（生活系生ごみは全域対象とした場合）

処理経費は増加す
るが、市の負担額は
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３）リサイクル率

25%
再生利用率

22 3%

リサイクル率は最大で4.3％増の22.3％へ増加

リサイクル率
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2.5% 0.2%

0 1% 0 0%

0.7%
0.7% 0.7%

0.7% 0.7%

15%

20%

25%

18.0%
22.3%

20.4% 18.7% 18.6% 18.6%

18.0% 16.5% 17.2% 17.8% 17.9% 17.9%
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４）最終処分率

最終処分率は最大で0.4％減の1.3％へ減少
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0.5%
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５）推計結果からの課題のまとめ

（１）生活系生ごみ

５）推計結果からの課題のまとめ

● 全域的な取り組みは経費の増加が大きくなる。
・段階的な取り組み

● 農業者からみた堆肥利用先の確保● 農業者からみた堆肥利用先の確保
・成分、価格、事前の有効性評価

（２）事業系生ごみ

● 事業者のコスト負担増加● 事業者のコスト負担増加
・生ごみ資源化へのインセンティブ、支援策
・効率的な収集運搬体制の構築支援

● 小型堆肥化装置からの堆肥の利用先確保
・利用先の情報提供・調整
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６ 検討会での意見６ 検討会での意見６．検討会での意見６．検討会での意見
検討会における意見の集約

１．
資源化システム
について

☑新規施設は困難
☑堆肥化施設の維持管理面で課題
☑既存の畜産堆肥施設の流用は困難について ☑既存の畜産堆肥施設の流用は困難
☑小型堆肥化装置の管理面での課題

２ ☑段階的な資源化の実施２．
生活系生ごみに
ついて

☑段階的な資源化の実施
☑総合的なシステム作りの必要性（分別から利用まで）
☑将来を見据えたシステム作りの必要性
☑市民のメリットの明確化☑市民のメリットの明確化
☑将来システム案

ア．小型堆肥化装置を地域で管理するシステム
イ 希望者が活用できるシステムイ．希望者が活用できるシステム
ウ．地域の農業法人等と連携したシステム
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検討会における意見の集約

３．
事業系生ごみ
について

☑排出事業者間調整が必要
☑排出事業者におけるコスト負担増が課題
☑事業系可燃ごみ処理に係る財政負担が減少できる可能性について ☑事業系可燃ごみ処理に係る財政負担が減少できる可能性
☑可燃ごみ処理料金より生ごみ資源化料金の方が高い
☑効率的な収集運搬の実施が必要
☑排出事業者に対する支援の必要性

４ ☑農家が利用しやすい堆肥の製造４．
堆肥の利用に
ついて

☑農家が利用しやすい堆肥の製造
☑筑後市における堆肥活用の可能性は高い
☑堆肥のコストと需要の関係
☑農家以外の利用先の確保☑農家以外の利用先の確保
☑生ごみ堆肥の利用実験から始め、有効性を立証
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７．今回のモデル事業について７．今回のモデル事業について７．今回のモデル事業について７．今回のモデル事業について

１ 検討会委員の感想１．検討会委員の感想

・条件が整えば、資源化は可能であり、特に需要が十分に見込めること等の意見が出さ
れ、将来的に生ごみの資源化が展開次第によっては、十分取り組めることが明らかにな
り、有意義な会議となった。

・農業における堆肥需要は見込めるが、資源化する生ごみの排出見込がそれに見合うほど
ないのではないかと思われたないのではないかと思われた。

・行政からの大量排出事業者や農業者への資源化・堆肥化の問いかけに、当初は有効な意
見が出なかった。

・事業者、農業者の立場に立った資源化(堆肥化)の取り組みの環境(下地)づくりが不可欠
である。

・事業者から見た、現在のごみ処理コストについては、適正な時価であるか、充分検討が
必要である。
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２．検討会での代表的な意見について

・多量排出事業所が生ごみの資源化に取り組むかどうかは 現在の処理費との比較次第で・多量排出事業所が生ごみの資源化に取り組むかどうかは、現在の処理費との比較次第で
ある。

・農業における堆肥需要はあるが、利用に際しての環境整備を検討する必要がある。

・生ごみを資源化することはメリットが大きいが、資源化に至るまでの条件整備等、検討
すべきことが多い。

・事業者からは、「ごみ処理コストの負担増は企業の立場から言えば、困難である。資源
化には行政の助成が必要である。」との意見があった。

・農業者からは、「堆肥使用者としては、安全性、有効性、利便性の確保に加え、安価で
あることが条件となる。」との意見があった。

・行政として 「新たな施設整備は 厳しい財政事情においては困難である 生ごみの処行政として、「新たな施設整備は、厳しい財政事情においては困難である。生ごみの処
理体系、システム構築の視点に立った時、現在のごみ処理施設の更新時迄は厳しい。緩や
かな生ごみの再資源化システムの検討も望まれる。」
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